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水道 

寄宿舎、社宅、療養所等にお

ける自家用の水道であって、

100 人を越える居住者に 

給水するもの* 

水道水を使用するビル、 

マンション等の水道であって

受水槽の有効容量の合計が 

10m3 を超えるもの 

 
水道事業等 

・給水人口 5 万人以下の水道事業 

・１日最大給水量 25,000m3 以下の水道

用水供給事業 

・給水人口 5 万人超の水道事業 

・1 日最大給水量 25,000m3 超の水道用

水供給事業 

水道事業（市町村営等） 

水道用水供給事業 

（府県営、一部事務組合等） 


